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審査会合でのご指摘事項

No 第１回審査会合（2019.10.15）のご指摘事項 回答 スライド

1-1 工認、保安規定の変更方針を示すこと。 2020.7.21審査会合でご回答済み －

1-2 申請中の他案件への影響を示すこと。 2020.7.21審査会合でご回答済み －

1-3
静的負荷に対する建物・構築物の評価手法について説明
すること。

本日の審査会合にてご説明 7,8

1-4 アクセスルート確保の対応方針を示すこと。 本日の審査会合にてご説明 16

審査会合でのご指摘事項他への回答は、下表のとおりである。
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審査会合でのご指摘事項

No 第２回審査会合（2020.7.21）のご依頼事項 回答 スライド

2-1
設置許可申請当初から層厚が見直されたことから、
見直された層厚で今後評価結果を示す。

本日の審査会合にてご説明
9,11,12,
13~16

2-2
強度評価や炉規則83条の対応などの成立性評価の
結果は、準備でき次第示す。

本日の審査会合にてご説明
18~22,
24~26

2-3
美浜3号機及び高浜1,2号機の保安規定の記載
変更がなく、申請が不要であるとする事業者の整理
を資料で示す。

美浜3号機及び高浜1,2号機の保安規定の
記載内容に変更がないことを整理した資料を
2020.8.20に提出

－

2-4
層厚変更に伴い影響を受ける許認可案件について、
必要な手続きを整理し、適切に手続きを行う。

設工認は、全てのプラントについて、本文及び
添付資料に記載している層厚を見直し、施設
評価をした上で、申請手続きを行う。
保安規定は、高浜3,4号機・大飯3,4号機に
ついて、層厚変更に伴う手順見直し、申請
手続きを行う。
特重施設については、本文に記載している
層厚を見直し、施設評価をした上で、プラント
毎に審査の状況に応じて、必要な申請手続
きを行う。

－

2-5
DB施設の抽出フローについては、申請に併せて提示
済みであるが、SA施設及び特重施設についても抽出
フローをまとめ資料に記載する。

第２回審査会合でお示ししたSA施設及び
特重施設の抽出フローをまとめ資料に追記し、
2020.8.20に再提出

－
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今回説明の骨子

〇今回審査会合でのご説明事項

・前回の審査会合で抽出した層厚変更に伴い審査対象となる施設・運用の「成立性確認」の結果、
及び設工認の変更申請を伴わない施設・運用の「詳細設計」の評価結果をお示しする。

①大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う層厚変更によって、以下の施設で審査対象となる施設・
運用を抽出

・設計基準対象施設
・重大事故等対処施設
・特定重大事故等対処施設
・実用炉規則第八十三条の第一号で使用する施設

②層厚変更に伴い審査対象となる施設・運用に対して、「成立性確認」の結果を設置許可の審査に
併せてご説明し、設工認の変更申請を伴わない施設・運用の「詳細設計」は、設置許可の審査に
併せて評価結果をご説明。

③層厚変更に伴い再評価が必要となる「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタ取替」の運用の
詳細設計のうち、美浜３号機及び高浜１，２号機の運用は保安規定上の手順変更を伴わない
ため、設置許可の審査に併せて、ご説明。

〇前回審査会合（2020年7月21日）でのご説明事項

〇今後の予定

・美浜３号機及び高浜１，２号機「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタ取替」の運用に係わる
詳細設計については、フィルタ試験及び炉心冷却の解析結果が得られる2020年11月中旬以降に、
評価結果の内容をご説明する。
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層厚変更に伴い審査対象となる設計基準対象施設及び運用

下記のフロー図（2020年7月21日審査会合資料の再掲）から抽出した設計基準対象施設（以下、
「DB施設」という。）の審査対象となる施設・運用について、次頁以降に成立性確認の結果及び詳細設計
の評価結果を示す。

設置許可基準規則6条 第1項
自然事象（火山）に対する安全施設の機能維持

火山影響評価が必要な施設・運用か

火山影響評価が必要な施設・運用
【施設】 防護対象施設、火山の影響を受けるその他のクラス３に属する施設
【運用】 除灰など評価の前提条件を確保するための運用

層厚変更により評価が変わる
影響因子（荷重、閉塞）※を含んでいるか

層厚変更に伴い審査対象となる施設・運用
【施設】 建屋（補助建屋、制御建屋等）、屋外タンク、

主蒸気安全弁（排気管）他 ⇒スライド5・6参照
【運用】 建屋の火山灰の除灰に要する時間、

除灰した火山灰を保管する場所、
タンクローリーによる非常用ディーゼル発電機の燃料油輸送ルートの除灰
（燃料補給を前提としている大飯のみ）

審
査
対
象
外

YES

YES

NO

NO

※：「荷重」、「閉塞」、「腐食」、「摩耗」、
「大気汚染」、「絶縁低下」の内、層
厚変更により評価が変わる影響因
子は、 「荷重」、「閉塞」

DB施設
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層厚変更に伴い審査対象となるDB施設の整理（１／２）

降下火砕物がDB施設に与える影響因子から、層厚見直しに伴い審査対象となるものを下表に整理する。

影響因子

防護対象施設

構造物への
静的荷重（降雨
等の影響を含む）

構造物の
化学的影響
（腐食）

水循環系の
機械的影響

（閉塞・磨耗）

水循環系の
化学的影響
（腐食）

換気系、電気系
及び計装制御系に
対する機械的影響
（閉塞・磨耗）

換気系、電気系
及び計装制御系に
対する化学的影響

（腐食）

発電所周辺の
大気汚染

絶縁低下

外部しゃへい建屋、補助建屋、
燃料取扱建屋、
中間建屋、ディーゼル建屋、
制御建屋

● ○
―
③

―
③

―
③

―
③

―
③

―
③

復水タンク
燃料取替用水タンク

● ○
―
③

―
③

―
③

―
③

―
③

―
③

海水ポンプ ● ○
〇

ポンプ
○

ポンプ
○

モータ
○

モータ
―
③

―
③

主蒸気逃がし弁
（消音器）

―
①

―
③

―
③

―
③

●
―
②

―
③

―
③

主蒸気安全弁
（排気管）

―
①

―
③

―
③

―
③

●
―
②

―
③

―
③

タービン動補助給水ポンプ
（蒸気大気放出管）

―
①

―
③

―
③

―
③

○
―
②

―
③

―
③

：影響因子に対する個別評価を実施 ●：層厚見直しに伴い審査対象となる
（影響因子として確認しなくても良い理由）
① 静的荷重の影響を受けにくい構造（堆積しにくい、堆積しても機能に有意な影響を受けにくい等）
② 腐食があっても、機能に有意な影響を受けにくい
③ 影響因子と直接関連しない

【美浜3号機の例】表１．火山灰が影響を与える防護対象施設と影響因子の組合せ(1/2)
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影響因子

防護対象施設

構造物への
静的荷重（降雨
等の影響を含む）

構造物の
化学的影響
（腐食）

水循環系の
機械的影響

（閉塞・磨耗）

水循環系の
化学的影響
（腐食）

換気系、電気系及び
計装制御系に対する
機械的影響（閉塞・

磨耗）

換気系、電気系及
び計装制御系に対
する化学的影響

（腐食）

発電所周辺の
大気汚染

絶縁低下

ディーゼル発電機
（機関、消音器）

―
①

―
②

―
③

―
③

○
―
②

―
③

―
③

換気空調設備
（給気系外気取入口）

―
①

―
②

―
③

―
③

○
―
②

○
―
③

格納容器排気筒
補助建屋排気筒

―
①

―
②

―
③

―
③

○ ○
―
③

―
③

取水設備
―
①

―
②

〇 ○
―
③

―
③

―
③

―
③

海水ストレーナ
―
①

―
②

〇
水循環系機能の一部で
あり下流の設備を含む

○
同左

―
③

―
③

―
③

―
③

計器用空気圧縮機
―

①（屋内）
―
③

―
③

―
③

○
―
②

―
③

―
③

安全保護系計装盤
―

①（屋内）
―
③

―
③

―
③

―
②

―
②

―
③

○

【美浜3号機の例】

：影響因子に対する個別評価を実施 ●：最大層厚見直しに伴い評価結果に影響がある
（影響因子として確認しなくても良い理由）
① 静的荷重の影響を受けにくい構造（堆積しにくい、堆積しても機能に有意な影響を受けにくい等）
② 腐食があっても、機能に有意な影響を受けにくい
③ 影響因子と直接関連しない

表１．火山灰が影響を与える防護対象施設と影響因子の組合せ(2/2)

層厚変更に伴い審査対象となるDB施設の整理（２／２）



7

The Kansai Electric Power Co., Inc.

建物・構築物の静的荷重評価（１／３）

大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴い実施する建物・構築物の評価（以下、今回設工認での評価）は、
至近の審査実績を踏まえ評価手法を変更することとした。
よって、まず評価手法の変更内容を示し、次に、設置許可時点での成立性確認を示す。

（１）既認可の評価手法と今回設工認での評価手法の比較
部材毎に、常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する応力が、
短期許容応力度（許容限界）を超えないことを評価する。
なお、既認可の評価手法と今回設工認での評価手法は計算過程は異なるが、常時作用する荷重及び

降下火砕物等（降下火砕物及び雪）堆積による鉛直荷重により部材に発生する応力等が許容限界と
する短期許容応力度を超えないことを確認するという点では同じである。

既認可の評価手法 今回設工認での評価手法

①長期許容応力度
に達する荷重

②設計時
長期荷重ＰＡ

1.5倍

荷重による評価

⑤1.5ＰＡ
（評価上の基準値）

⑥常時作用する荷重
及び降下火砕物等堆積
による鉛直荷重の和ＰＢ

③終局耐力に達する荷重
（機能維持限界）

1.5倍

大きな保守性

④短期許容応力度
に達する荷重
（許容限界）

長期 降下火砕物
堆積時

⑥が⑤を超えないことを確認している。

a.

b.

応力度による評価

1.5倍

②´設計時長期荷重ＰＡ
により発生する応力度

①´長期許容応力度

④´短期許容応力度
（許容限界）

⑥´常時作用する荷重
及び降下火砕物等堆積
による鉛直荷重の和ＰＢ
により発生する応力度

③´終局耐力
（機能維持限界）

保守性

降下火砕物
堆積時

長期

⑥′ が④′ を超えないことを確認している。

a.



8

The Kansai Electric Power Co., Inc.

（２）設工認における具体的な評価手法
今回設工認での応力度による評価手法については、規準に基づく手法又は既認可の耐震計算にて
使用実績がある手法を用いる。

平屋根 ドーム屋根

規準に基づく手法を用いて算出した応力が許容限界
を超えないことを確認する。

「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築
学会、2005）」より

(既認可実績の例)
平成27年8月4日付け原規規発第1508041号にて認可された高浜発電
所第3号機工事計画の資料13-17-6-8「中央制御室遮蔽の耐震計算書」

既認可の耐震計算で使用実績のある3次元FEM
モデルを用いた応力解析により算出した応力が
許容限界を超えないことを確認する。

(既認可実績の例)
平成27年8月4日付け原規規発第1508041号にて認可された高浜発電
所第3号機工事計画の資料13-17-7-5「外部しゃへい建屋の耐震計算書」

建物・構築物の静的荷重評価（２／３）
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プラント 建屋 見直し後の層厚 許容層厚※１,２ 成立性確認

美浜３号機 燃料取扱建屋 22cm 32cm※３ 〇

高浜１，２号機
原子炉補助建屋
制御建屋

27cm 39cm※３ 〇

高浜３，４号機 燃料取扱建屋 27cm 46cm※３ 〇

大飯３，４号機 原子炉周辺建屋 25cm 31cm※４ 〇

※１ 複数ある建屋のうち許容層厚が最小となる建屋について記載
※２ 設工認では許容層厚ではなく、見直し後の層厚により発生する応力等が許容限界とする短期許容応力度を超えないことを確認する。
※３ 「応力度による評価」により算出
※４ 「荷重による評価」により算出（設工認では「応力度による評価」を実施）

（３）DB施設建屋の設置許可における成立性確認
DB施設のうち安全施設を内包する建物・構築物に対して、荷重又は応力度による評価手法において

発生値＝許容値となるよう算出した許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物による
静的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。
各プラントの成立性確認結果については、下表のとおりである。

建物・構築物の静的荷重評価（３／３）
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屋外タンクの静的荷重評価における成立性確認（１／２）

（１）成立性確認の概要
既存の強度評価結果を用いて、タンク屋根部に作用する荷重並びにタンク屋根部の発生応力及び
許容応力の比から許容層厚を算出し、見直し後の層厚が許容層厚を超えないことを評価する。
成立性確認の概要を下図に示す。

成立性確認の概要（美浜３号機の例）

既存の強度評価結果
（屋根部の溶接補強）

許容層厚まで堆積
させた時のイメージ

②積雪荷重
（100cm）
3,000N/m2

①火山灰荷重
（15cm）
2,250N/m2

③火山灰荷重
⇒⑥許容層厚

大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴い実施する屋外タンクの設工認での静的荷重評価については、
従来と同様であるタンク屋根部のFEM解析となるが、設置許可時点での成立性確認を示す。

⑤許容応力

④発生応力

②積雪荷重
（100cm）
3,000N/m2

見直し後の層厚

⑦見直し後の層厚
(22cm)

積雪荷重
(100cm)

1. 荷重と応力の関係式
から③を計算
(①＋②)：(③＋②)

＝④：⑤

2.火山灰の物性値※

から③火山灰荷重を
⑥許容層厚に換算

※火山灰の層厚1cm

あたり150N/m2

③ ÷ 150N/m2・cm

=⑥

⑦が⑥を超えない
ことを確認している。
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プラント※1 見直し後の層厚 許容層厚※2 成立性確認

美浜３号機 22cm 29.7cm 〇

高浜１，２号機 27cm 72.7cm 〇

高浜３，４号機 27cm 40.7cm 〇

（２）成立性確認の結果
評価対象である復水タンク、燃料取替用水タンクの許容層厚は、見直し後の層厚を上回り、想定する降下

火砕物による静的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。
各プラントの成立性確認結果については、下表のとおりである。

※1 大飯３，４号機の復水ピットは、建屋内にある。
※2 設工認では許容層厚ではなく、見直し後の層厚により発生する応力が許容応力を超えないことを確認する。

屋外タンクの静的荷重評価における成立性確認（２／２）

①復水タンク

プラント※1 見直し後の層厚 許容層厚※2 成立性確認

美浜３号機 22cm 22.7cm 〇

高浜１・２号機 27cm 28.6cm 〇

※1 高浜３，４号機の燃料取替用水タンク及び大飯３，４号機の燃料取替用水ピットは、建屋内にある。
※2 設工認では許容層厚ではなく、見直し後の層厚により発生する応力が許容応力を超えないことを確認する。

②燃料取替用水タンク
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海水ポンプの静的荷重評価

（１）評価方法
火山灰が堆積した場合に、堆積荷重が厳しい条件となる海水ポンプ

モータフレームについて、健全性に影響がないことを評価する。
なお、想定する堆積荷重は、降雪の影響も考慮し、火山灰と積雪の

組合せも考慮する。

プラント
見直し後の層厚

[cm]

モータフレーム

に生じる応力

算定応力

[MPa]

許容応力

[MPa]
裕度 評価結果

美浜３号機 22
曲げ応力 16 282 17 ○

圧縮応力 8 244 30 ○

高浜１，２号機 27
曲げ応力 17 282 16 ○

圧縮応力 9 244 27 ○

高浜３，４号機 27
曲げ応力 7 282 40 ○

圧縮応力 5 244 48 ○

大飯３，４号機 25
曲げ応力 12 282 23 ○

圧縮応力 6 244 40 ○

（２）評価結果
火山灰（積雪）が堆積した場合に上部に位置し荷重の影響や運転

状態でのポンプの軸方向荷重の影響も受けるモータフレームにおいて、
湿潤状態の火山灰と建築基準法における設計積雪の組み合わせに
よる堆積荷重により発生する応力に対し、JEAG4601-1987の「その
他支持構造物」におけるⅢASに基づく許容応力と比較し、いずれも
十分な裕度を有しており、機能に影響を及ぼすことはない。
各プラントの評価結果については、下表のとおりである。 海水ポンプモータフレーム構造図

Ｆｖ：堆積荷重
Ｈ：モータフレームに

常時作用する荷重

※ 設工認においても同様な評価で確認する。
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主蒸気逃がし弁・主蒸気安全弁の閉塞評価

（１）評価方法
評価対象である主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁の出口配管内に火山灰が侵入し、

出口配管内に堆積した場合を評価する。
想定する堆積荷重は、降雪の影響も考慮し、火山灰と積雪の組合せも考慮する。

噴出力

噴出力と堆積荷重の関係図

主蒸気逃がし弁
主蒸気安全弁

火山灰と積雪の
堆積荷重

（２）評価結果
火山灰が直接配管内に侵入し、仮に出口配管内に堆積した場合でも、

火山灰と積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁の
噴出力が十分大きいことから、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁の機能に
影響を及ぼすことはない。
各プラントの評価結果については、下表のとおりである。

プラント 見直し後の層厚[cm] 堆積荷重[kg] 噴出力 [kg] 評価結果

美浜３号機 22 24 1,395 ○

高浜１，２号機 27 42 1,530 ○

高浜３，４号機 27 16 1,530 ○

大飯３，４号機 25 15 1,360 ○

プラント 見直し後の層厚[cm] 堆積荷重[kg] 噴出力[kg] 評価結果

美浜３号機 22 24 24,644 ○

高浜１，２号機 27 26 24,644 ○

高浜３，４号機 27 26 24,644 ○

大飯３，４号機 25 54 58,809 ○

①主蒸気逃がし弁

②主蒸気安全弁

出口
配管
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建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（DB施設）

（１）評価方法
火山灰は30日を目途に速やかに除灰する運用としており、除灰運用が成立することを国交省の土木

工事の基準を用いて、建屋の火山灰の除灰に要する時間で評価する。

項 目 評価諸元

① 堆積面積（ｍ２）

外部しゃへい建屋 約1,600ｍ２

補助建屋 約3,000ｍ２

中間建屋 約1,200ｍ２

燃料取扱建屋 約700ｍ２

制御建屋 約600ｍ２

ディーゼル建屋 約450ｍ２

合計 約7,550ｍ２

② 堆積厚さ（ｍ） 0.22ｍ
③ 堆積量＝①×②（ｍ３） 約1,661ｍ３

④ 1ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ3） 0.39人／日・ｍ3

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×③1,661ｍ３＝約648人日

【作業日数】
・作業人数： 48人（6人／組×8組）

＜内訳＞ 外部しゃへい建屋（1組）、補助建屋（3組）、中間建屋（1組）、燃料取扱建屋（1組）、制御建屋（1組）、
ディーゼル建屋（1組） ［計8組］

・所要日数： 約１４日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

（２）評価結果
下表に示すとおり全てのプラントにおいて、30日以内に除灰することが可能である。

＜美浜３号機の例＞

プラント 見直し後の層厚 除灰に要する時間 評価結果

美浜３号機 22cm 約14日 ○

高浜１，２号機 27cm 約18日 ○

高浜３，４号機 27cm 約24日 ○

大飯３，４号機 25cm 約24日 ○
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除灰した火山灰を保管する場所の評価（DB施設）

（１）評価方法
発電所の重要安全施設やＳＡ時に必要となるアクセスルートに影響を及ぼすことがない灰置場候補地

を選定し、除去した火山灰が灰置場に現実的に集積可能かどうか試算して評価する。

＜美浜３号機の例＞

項目 建屋 屋外タンク 合計

対象施設

・外部しゃへい建屋
・補助建屋
・燃料取扱建屋
・中間建屋
・ディーゼル建屋
・制御建屋

・復水タンク
・燃料取替用水
タンク

－

面積 約7,550m2 約190m2 約7,740m2

降灰量
（層厚22cm）

約1,661m3 約42m3 約1,703m3

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

（２）評価結果
下表に示すとおり全てのプラントについて、除去した火山灰が灰置場に集積可能である。

プラント 見直し後の層厚 除灰した火山灰の量 集積容量 評価結果

美浜３号機 22cm 約1,703m3 約2,750m3 ○

高浜１，２号機 27cm 約3,543m3
合計

約8,430m3
約11,480m3 ○

高浜３，４号機 27cm 約4,887m3

大飯３，４号機 25cm 約5,100m3 約7,000m3 ○

火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量
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非常用ディーゼル発電機の燃料油輸送ルートの除灰評価（大飯固有）

ルート
番号

総距離
(m)

0.7km/h
にて復旧

する距離(m)

2km/h
にて復旧

する距離(m)

時間
(分)

合計時間
(分)

①→② 665 665 0 57 57

②→③ 379 297 82 28 85

③→④ 695 553 142 51 136

④→⑤ 684 404 280 44 180

⑤→⑥ 449 366 83 34 214

⑥→① 1051 812 239 77 291

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

（１）評価方法
大飯３，４号機は降灰による間接的影響で想定する7日間の外部電源喪失に対し、降灰時のタンクローリー

による燃料輸送機能に影響が生じないことを確認するため、アクセスルートの除灰に要する概算時間を評価する。
なお、美浜３号機、高浜１～４号機については、燃料油貯蔵タンク（美浜３号機）、燃料油貯油そう（高

浜１～４号機）の容量で非常用ディーゼル発電機による７日間の電源供給を行うことが可能であるため、タン
クローリーによる燃料補給が必要なく、降灰時にアクセスルートを使用しない。

（２）評価結果
保守的に、積雪時におけるアクセスルートへの火山灰の堆積を想定し、要員１名でブルドーザを操作するものと

したうえで、燃料油の移送が必要となる非常用ディーゼル発電機の起動後3日に対して、燃料油輸送ルートの復
旧時間が291分（5時間程度）と評価され、十分な余裕を確保して実施できる。
また、タンクローリーによる燃料補給を降灰中に実施することを考慮し、念のためタンクローリーの強度評価を実施

し、荷重による影響がないことを確認している。
（参考６参照）

アクセスルート図

表 アクセスルートの復旧に要する概算時間の算出結果
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層厚変更に伴い審査対象となる
重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設

設置許可基準規則43条 第1項 第一号
荷重に対する機能維持

屋外施設か
屋外で実施する運用か

火山影響評価が必要な施設・運用
【施設】 降下火砕物の荷重に対して影響を受ける施設
【運用】 除灰運用

層厚変更により評価が変わる
影響因子（荷重）※を含んでいるか

層厚変更に伴い審査対象となる施設・運用
【施設】 緊急時対策所建屋、特重施設の建屋、

屋外に一部露出している特重設備
【運用】 建屋の火山灰の除灰に要する時間

除灰した火山灰を保管する場所

審
査
対
象
外

YES

YES

NO

NO

SA施設、特重施設

下記のフロー図（2020年7月21日審査会合資料の再掲）から抽出した重大事故等対処施設（以下、
「SA施設」という。）及び特定重大事故等対処施設（以下、「特重施設」という。）の審査対象となる施設
について、次頁以降に成立性確認の結果を示す。

※：重大事故等時に火山事象が発生していることは考えにくい
ため、設備を使用していない保管時を考慮した結果、火山
事象による影響因子である「荷重」、「閉塞」、「腐食」、
「摩耗」、「大気汚染」、「絶縁低下」の内、層厚変更により
評価が変わる影響因子を「荷重」とした。
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緊急時対策所建屋の静的荷重評価における成立性確認

プラント 見直し後の層厚 許容層厚※１ 成立性確認

美浜３号機 22cm 100cm以上 ○

高浜１，２，３，４号機 27cm 100cm以上 ○

大飯３，４号機 25cm 100cm以上 ○

（１）評価方法
緊急時対策所建屋については、応力度による評価方法により、静的荷重評価における成立性を確認

する。

（２）成立性確認の結果
緊急時対策所建屋の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物による静的荷重に
対して必要な機能を損なうことはない。
各プラントの成立性確認結果については、下表のとおりである。

※１ 設工認では許容層厚ではなく、見直し後の層厚により発生する応力等が許容限界とする短期許容応力度を超えないことを確認する。
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特重施設建屋の静的荷重評価における成立性確認

プラント 見直し後の層厚 許容層厚※１ 成立性確認

美浜３号機 22cm ○

高浜１，２号機 27cm ○

高浜３，４号機 27cm 〇

大飯３，４号機 25cm ○

（２）成立性確認の結果
特重施設建屋の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物による静的荷重に対して
必要な機能を損なうことはない。
各プラントの成立性確認結果については、下表のとおりである。

（１）評価方法
特重施設建屋については、荷重による評価手法により、静的荷重評価における成立性を確認する。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

※１ 設工認では許容層厚ではなく、見直し後の層厚により発生する応力等が許容限界とする短期許容応力度を超えないことを確認する。
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屋外に一部露出している特重設備の静的荷重評価における成立性確認

（２）成立性確認の結果
屋外に一部露出している特重設備の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物によ

る静的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。
成立性確認結果については、下表のとおりである。

（１）評価方法
既存の強度評価結果を用いて、屋外に一部露出している特重設備の許容層厚を算出し、見直し後
の層厚が許容層厚を超えないことを評価する。
なお、プラント間で評価に有意な影響を及ぼすような差がないことから、大飯３，４号機の構造を代表
モデルとし、見直し後の層厚として最も大きい層厚である27cmを考慮する。

評価部位 見直し後の層厚 許容層厚※1 成立性確認

屋外露出部位 27cm ○

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

※１ 設工認では許容層厚ではなく、見直し後の層厚により発生する応力が許容応力を超えないことを確認する。
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建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（SA施設・特重施設）

（１）評価方法
火山灰は30日を目途に速やかに除灰する運用としており、除灰運用が成立することを国交省の土木

工事の基準を用いて、建屋の火山灰の除灰に要する時間で評価する。

項 目 評価諸元

① 堆積面積（ｍ２）

緊急時対策所建屋 約420ｍ２

特重施設の建屋

合計

② 堆積厚さ（ｍ） 0.22ｍ

③ 堆積量＝①×②（ｍ３）

④ 1ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ3） 0.39人／日・ｍ3

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×③

【作業日数】
・作業人数：

＜内訳＞ 緊急時対策所建屋（1組）、特重施設の建屋
・所要日数： 約１１日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

（２）評価結果
下表に示すとおり全てのプラントにおいて、30日以内に除灰することが可能である。

＜美浜発電所の例＞

プラント 見直し後の層厚 除灰に要する時間 評価結果

美浜発電所 22cm 約11日 ○

高浜発電所 27cm 約16日 ○

大飯発電所 25cm 約15日 ○

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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除灰した火山灰を保管する場所の評価（SA施設・特重施設）

（１）評価方法
発電所の重要安全施設やＳＡ時に必要となるアクセスルートに影響を及ぼすことがない灰置場候補地

を選定し、除去した火山灰が灰置場に現実的に集積可能かどうか試算して評価する。

（２）評価結果
下表に示すとおり全てのプラントについて、除去した火山灰が灰置場に集積可能である。

プラント 見直し後の層厚

除灰した火山灰の量

集積容量 評価結果

DB施設 SA・特重施設 合計

美浜３号機 22cm 約1,703m3 約2,750m3 ○

高浜１，２号機 27cm 約3,543m3

約11,480m3 ○

高浜３，４号機 27cm 約4,887m3

大飯３，４号機 25cm 約5,100m3 約7,000m3 ○

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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層厚変更に伴い審査対象となる
実用炉規則第八十三条の第一号の施設及び運用

実用炉規則第八十三条の第一号

火山影響評価が必要な施設・運用
【施設】※1 「炉規則８３条の対応」を講じるために必要な施設、DB施設
【運用】※2 「炉規則８３条の対応」を講じるために必要な運用

層厚変更により評価が変わる
影響因子（荷重、閉塞）を含んでいるか※3

層厚変更に伴い審査対象となる施設・運用※4

【施設】 消火水バックアップタンク、構台（美浜３号機）
【運用】 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタ取替

運用手順の変更

審
査
対
象
外

YES

NO

※3:「荷重」、「閉塞」、「腐食」、「摩耗」、「大気汚染」、
「絶縁低下」の内、層厚変更により評価が変わる
影響因子は、 「荷重」、「閉塞」

※4:DB施設も含まれるが、DB施設側で整理

炉規則８３条の対応で使用する施設

下記のフロー図（2020年7月21日審査会合資料の再掲）から抽出した実用炉規則第八十三条の
第一号（以下、「炉規則８３条の対応」という。）の審査対象となる施設・運用について、次頁以降に
成立性確認の結果を示す。
なお、今回は各プラントにける成立性確認の結果を説明するが、高浜３，４号機、大飯３，４号機

については、許可後の保安規定変更認可申請の審査において、詳細設計の評価結果を説明する。
ただし、美浜３号機、高浜１，２号機については、許可後に保安規定の変更認可申請を行わないため、

フィルタ試験等の結果が得られた段階で、詳細設計の評価結果を説明する。

※1:安全施設を内包する建屋、復水タンク、海水ポンプ、
海水ストレーナ、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁、
タービン動補助給水ポンプ、非常用ディーゼル発電機、
換気空調設備、格納容器排気筒、補助建屋排気筒、
取水設備、制御用空気圧縮機、安全保護系計装盤、
消火水バックアアップタンク、消火水バックアップポンプ、
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ、蓄電池、電源車、
緊急時対策所、通信連絡設備、構台（美浜３号機）

※2:非常用ディーゼル発電機の機能を用いた手順
タービン動補助給水ポンプを用い手順
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた手順
緊急時対策所の居住性確保に関する手順
通信連絡設備に関する手順
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炉規則８３条の対応で使用する施設における成立性確認

プラント 施設※ 見直し後の層厚 許容層厚 成立性確認

美浜３号機

消火水タンク 22cm 100cm以上 〇

構台 22cm 100cm以上 〇

高浜１，２号機 消火水バックアップタンク 27cm 100cm以上 〇

高浜３，４号機 消火水バックアップタンク 27cm 100cm以上 〇

大飯３，４号機 消火水バックアップタンク 25cm 100cm以上 〇

（１）評価方法
炉規則８３条の対応で使用する施設のうち、層厚変更に伴い審査対象となる施設については、荷重の

評価結果から許容層厚を概算し、既認可保安規定※の補足説明資料における荷重評価の成立性を確認
する。

※高浜１，２号機は、新規制基準適合に係る保安規定を審査中

※炉規則８３条の対応で使用する施設のうちＤＢ施設については、ＤＢ施設側で成立性を評価する。

（２）成立性確認の結果
層厚変更に伴い審査対象となる施設の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物

による静的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。
各プラントの成立性確認結果については、下表のとおりである。
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非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタ取替運用の成立性確認（１／２）

（１）評価方法
非常用ディーゼル発電機（以下、D/Gという。）改良型フィルタのこれまでの試験結果から、見直し後の層厚によるフィル

タ取替運用の成立性を確認する。

既許可の層厚（保安規定認可実績）での試験結果

プラント 層厚 試験濃度 基準捕集量※1 基準捕集量
到達時間

24時間の
清掃回数

清掃試験

高浜3,4号機 10cm 1.4g/m3 50,000g/m2 181分 5回 30秒間の叩き清掃後に、フィルタ差圧の回復を確認

大飯3,4号機 10cm 1.44g/m3 50,000g/m2 207分 5回 30秒間の叩き清掃後に、フィルタ差圧の回復を確認

設置変更許可申請時の層厚での試験結果

プラント 層厚 試験濃度 基準捕集量※1 基準捕集量
到達時間

24時間の
清掃回数

清掃試験

美浜3号機 15cm 2.63g/m3 50,000g/m2 137分 5回 30秒間の叩き清掃後に、フィルタ差圧の回復を確認

高浜1,2号機 25cm 3.5g/m3 400,000g/m2 828分 0回 －

プラント 層厚 試験濃度
基準捕集量
（仮設定）

基準捕集量
到達時間

（比例計算）

24時間の
清掃回数

成立性確認

高浜3,4号機 27cm 3.78g/m3 50,000g/m2 67分 10回
基準捕集量到達時間が1/2.7と短くなり、清掃回数も2倍
に増加するが、現状の試験結果から考察すると成立する。

大飯3,4号機 25cm 3.6g/m3 50,000g/m2 82分 8回
基準捕集量到達時間が1/2.5と短くなり、清掃回数も1.6
倍に増加するが、現状の試験結果から考察すると成立する。

美浜3号機 22cm 3.85g/m3 50,000g/m2 93分 7回
基準捕集量到達時間が1/1.5と短くなり、清掃回数も1.4
倍に増加するが、現状の試験結果から考察すると成立する。

高浜1,2号機 27cm 3.78g/m3 400,000g/m2 766分 0回
基準捕集量到達時間が長く、層厚が増えても清掃が不要
であるため、成立する。

※1 フィルタ性能試験の結果（許容差圧到達時間の捕集量）から保守的に設定

（２）成立性確認の結果
これまでのフィルタ試験結果から、層厚見直し後の試験濃度の比例計算で求めた時間から評価した結果、フィルタ取替運
用は成立する見込みである。なお、詳細評価については、フィルタ試験の結果を踏まえ、今後説明する。



26

The Kansai Electric Power Co., Inc.

項目

高浜３，４号機 大飯３，４号機 美浜３号機 高浜１，２号機

解析済み
層厚条件

見直し後
層厚条件

解析済み
層厚条件

見直し後
層厚条件

解析済み
層厚条件

見直し後
層厚条件

解析済み
層厚条件

見直し後
層厚条件

想定層厚 25cm※1 27cm 25cm※1 25cm 15cm 22cm 25cm 27cm

①原子炉手動トリップ 0秒 0秒 0秒 ← 0秒 0秒 0秒 0秒

②降灰開始（外部電源喪失） 45分 45分 45分 ← 45分 45分 45分 45分

③D/Gフィルタ閉塞（SBO発生）
（比例計算等による基準捕集量到達時間の1/2
で設定）＊フィルタ試験の結果による

80分
(③-②=35分)

75分
(③-②=30分)

85分
(③-②=40分)

←
105分

(③-②=60分)
90分

(③-②=45分)
445分

(③-②=400分)
395分

(③-②=350分)

④SG仮設中圧ポンプ準備完了 105分 105分 120分 ← 125分 115分 505分 455分

⑤主蒸気逃がし弁による２次系強制冷却開始 110分 110分 125分 ← 135分 125分 515分 465分

⑥SG最低水位（広域）到達時間 約145分 ー
（解析未実施）

約170分 ← 約176分 ー
（解析未実施）

約552分 ー
（解析未実施）

SG最低水位（広域） 約20％ 約16％程度※2 約11％ ← 約23% 約18％程度※2 約22％ 約21％程度※2

※１：越畑地点の層厚25cmを想定した解析。 ※２：エンタルピ評価による概略推定。

非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタ取替運用の成立性確認（２／２）

（１）評価方法
蒸気発生器（以下、SGという。）注水による炉心冷却の解析においては、見直し後の層厚にてD/G改良型フィルタ閉

塞時間（基準捕集量到達時間の1/2）が早まることによりSBOが早まるため、考慮すべき崩壊熱が増加する。今回は、
D/G改良型フィルタ閉塞が早まった条件での成立性を確認する。

（２）成立性確認の結果
これまで確認した解析結果から、見直し後の層厚条件においてもSG２次側の保有水量を確保できる見込みであり、
炉心の著しい損傷に至らない。（SG事象進展の例は参考9参照）なお、詳細評価については、フィルタ試験を踏まえた
解析結果を今後説明する。

＜想定するシナリオ概略＞ ③D/Gフィルタ閉塞（SBO発生）

SG給水機能喪失期間

火山噴火

②降灰開始（外部電源喪失）

④SG仮設中圧ポンプ準備完了

⑤主蒸気逃がし弁による２次系強制冷却開始
①手動原子炉トリップ

SG仮設中圧ポンプによる注水開始

⑥SG最低水位（広域）到達時間

15分 45分

層厚見直しにより
時間が短くなる
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参考資料
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建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（DB施設）

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×③3,456ｍ３＝約1,348人日

【作業日数（試算例）】
・作業人数： 78人（6人／組×13組）
＜内訳＞

外部しゃへい建屋（2組）、補助建屋（4組）、燃料取扱建屋（2組）、中間建屋（3組）、
ディーゼル発電機建屋（1組）、制御建屋（1組） ［計13組］

・所要日数： 約１８日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

項 目 評価諸元

①堆積面積（ｍ２）

外部しゃへい建屋（1，2号機） 約3,200ｍ２

補助建屋（1，2号機） 約4,100ｍ２

燃料取扱建屋（1，2号機） 約1,500ｍ２

中間建屋（1，2号機） 約2,100ｍ２

ディーゼル建屋（1，2号機） 約1,000ｍ２

制御建屋（1，2号機） 約900ｍ２

合計 約12,800ｍ２

②堆積厚さ（ｍ） 0.27ｍ

③堆積量＝①×②（ｍ３） 約3,456ｍ３

④１ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ３） 0.39人／日・ｍ3

参考１

＜高浜１，２号機の例＞
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建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（DB施設）

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×③4,752ｍ３＝約1,854人日

【作業日数（試算例）】
・作業人数： 78人（6人／組×13組）
＜内訳＞
外部しゃへい建屋（2組）、外周建屋（2組）、原子炉補助建屋（3組）、中間建屋（2組）、
燃料取扱建屋（2組）、燃料取替用水タンク建屋（1組）、ディーゼル発電機建屋（1組）

［計13組］
・所要日数： 約2４日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

項 目 評価諸元

①堆積面積（ｍ２）

外部しゃへい建屋（３，４号機） 約3,400ｍ２

外周建屋（３，４号機） 約2,500ｍ２

原子炉補助建屋（共用） 約4,500ｍ２

中間建屋（３，４号機） 約2,700ｍ２

燃料取扱建屋（３，４号機） 約3,000ｍ２

燃料取替用水タンク建屋（３，４号機） 約500ｍ２

ディーゼル発電機建屋（３，４号機） 約1,000ｍ２

合計 約17,600ｍ２

②堆積厚さ（ｍ） 0.27ｍ

③堆積量＝①×②（ｍ３） 約4,752ｍ３

④１ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ３） 0.39人／日・ｍ3

参考２

＜高浜３，４号機の例＞



30

The Kansai Electric Power Co., Inc.

建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（DB施設）

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×③5,100ｍ３＝約1,989人日

【作業日数（試算例）】
・作業人数： 84人（6人／組×14組）
＜内訳＞
原子炉格納容器（各1組）、原子炉周辺建屋（各4組）、制御建屋（2組）、廃棄物処理建屋（2組）

［計14組］
・所要日数： 約2４日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

項 目 評価諸元

①堆積面積（ｍ２）

原子炉格納容器（３号機） 約1,700ｍ２

原子炉格納容器（４号機） 約1,700ｍ２

原子炉周辺建屋（３号機） 約5,500ｍ２

原子炉周辺建屋（４号機） 約5,500ｍ２

制御建屋 約3,000ｍ２

廃棄物処理建屋 約3,000ｍ２

合計 約20,400ｍ２

②堆積厚さ（ｍ） 0.25ｍ

③堆積量＝①×②（ｍ３） 約5,100ｍ３

④１ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ３） 0.39人／日・ｍ3

参考３

＜大飯３，４号機の例＞
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除灰した火山灰を保管する場所の評価（DB施設）

火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

項目 建屋 屋外タンク 合計

対象施設

・外部しゃへい建屋
（1,2号機）
・補助建屋
（1,2号機）
・燃料取扱建屋
（1,2号機）
・中間建屋
（1,2号機）
・ディーゼル建屋
（1,2号機）
・制御建屋
（1,2号機）

・復水タンク
（1,2号機）
・燃料取替用

水タンク
（1,2号機）

－

面 積 約12,800m2 約320m2 約13,120m2

降灰量
（層厚27cm）

約3,456m3 約87m3 約3,543m3

参考４

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

＜高浜１，２号機の例＞

項目 建屋 屋外タンク 合計

対象施設

・外部しゃへい建屋

（3,4号機）

・外周建屋

（3,4号機）

・原子炉補助建屋

（共用）

・中間建屋

（3,4号機）

・燃料取扱建屋

（3,4号機）

・燃料取替用水タンク

建屋（3,4号機）

・ディーゼル発電機建屋

（3,4号機）

・復水タンク
（3,4号機）

－

面積 約17,600m2 約500m2 約18,100m2

降灰量
（層厚27cm）

約4,752m3 約135m3 約4,887m3

火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

＜高浜３，４号機の例＞

高浜１，２号機
高浜３，４号機
の合計値 約8,430m3
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除灰した火山灰を保管する場所の評価（DB施設）

火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

項 目 建 屋

対象施設

・原子炉格納容器（３号機）
・原子炉格納容器（４号機）
・原子炉周辺建屋（３号機）
・原子炉周辺建屋（４号機）
・制御建屋
・廃棄物処理建屋

面積合計 約20,400m2

降灰量（層厚25cm） 約5,100m3

参考５

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

＜大飯３，４号機の例＞
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タンクローリーの荷重評価（大飯固有）

タンクローリーについては、屋根部に堆積した火山灰と積雪を除去することも可能であるが、上部に火山灰と
積雪が堆積した状態で、タンク室の支持されている最も面積が大きい防護枠に囲まれた範囲に対する荷重の
影響を確認する。
ここではタンク室を平板と仮定し、等分布荷重が作用する４辺支持平板とする。また、モデル化範囲は中間

部に間仕切板があるため、鏡板と間仕切板を支点と考え、図の色塗り範囲とする。

４辺支持平板の評価モデル 評価対象範囲

参考６

評価部位 材料 応力の種類
算出応力
（MPa）

許容応力※

（MPa）
裕度 評価結果

タンク室 SS400 曲げ応力 291 360 1.23 ○

表 代表部位に対する評価結果

※ JEAG4601-1984補に規定されるクラス２，３容器の許容応力状態ⅢＡＳの一次膜応力＋一次曲げ応力の許容応力

【評価結果】
・タンクローリーのタンク室に火山灰（積雪）が堆積した場合の堆積荷重により発生する応力に対して、
JEAG4601-1984捕の「クラス２，３容器」におけるⅢASに基づく許容応力と比較し、十分な裕度を有
しており、機能に影響を及ぼすことはない。
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建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（SA施設・特重施設）

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×③

【作業日数（試算例）】
・作業人数：
＜内訳＞

緊急時対策所建屋（1組）、特重施設の建屋 1,2号機 、特重施設の建屋 3,4号機

・所要日数： 約１６日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

項 目 評価諸元

①堆積面積（ｍ２）

緊急時対策所建屋 約500ｍ２

特重施設の建屋（1,2号機）

特重施設の建屋（3,4号機）

合計

②堆積厚さ（ｍ） 0.27ｍ

③堆積量＝①×②（ｍ３）

④１ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ3） 0.39人／日・ｍ3

参考7

＜高浜発電所の例＞

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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建屋の火山灰の除灰に要する時間評価（SA施設・特重施設）

【作業量】
・④0.39人／日・ｍ３×

【作業日数（試算例）】
・作業人数：
＜内訳＞

緊急時対策所建屋（1組）、特重施設の建屋
・所要日数： 約１５日

※ 「国土交通省土木工事積算基準（H24）」における人力掘削での人工を保守的に採用

項 目 評価諸元

①堆積面積（ｍ２）

緊急時対策所建屋 約500ｍ２

特重施設の建屋

合計

②堆積厚さ（ｍ） 0.25ｍ

③堆積量＝①×②（ｍ３）

④１ｍ３当たりの作業人工※（人／日・ｍ3） 0.39人／日・ｍ3

参考8

＜大飯発電所の例＞

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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仮設中圧ポンプによるSG注水の事象進展例（美浜３号機）

＜事象進展の例（美浜３号機 設置変更許可申請時層厚条件(15cm)；2019年12月12日審査会合資料抜粋）＞

図１ ＳＧ２次側圧力 図２ ＳＧ水位（広域） 図３ ＳＧ給水流量

蒸気発生器圧力の低下に伴い、

ＳＧ仮設中圧ポンプからの注水が開
始される。（約158分後）

補助給水ポンプによる注水
に伴い水位が回復する。

補助給水ポンプの機能喪失及び
主蒸気安全弁の作動に伴い水位
が低下に転じる。

２次系強制冷却を開始す
ることにより、蒸気発生器
保有水の低下割合が変化
する。（135分後）

全交流動力電源喪失の発
生に伴い
主蒸気逃がし弁が閉とな
り、圧
力が上昇する。（445分
後）

主蒸気安全弁の作動により
圧力上昇が抑制される。

原子炉手動停止

後の経過時間

全交流動力電源喪失の発生に
伴い主蒸気逃がし弁が閉とな
り、圧力が上昇する。（105
分後）

(MPa[gage])

Ｓ
Ｇ
２
次
側
圧
力

時 間

［時］

時 間

［時］

Ｓ
Ｇ
水
位
（
広
域
）

（％）

時 間

［時］

Ｓ
Ｇ
給
水
流
量

（kg/s）

２次系強制冷却を開始すること
により、蒸気発生器保有水によ
る冷却及び蒸気発生器２次側の
減圧を行う。（135分後）

SG給水機能喪失期間

SG給水機能喪失期間

SG給水機能喪失期間

参考9
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防護対象施設※1

層厚変更により
評価が変わる

影響因子

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無

設置許可 設工認 保安規定

外部しゃへい建屋、補助建屋、
燃料取扱建屋、
中間建屋、ディーゼル建屋、
制御建屋
原子炉格納容器、原子炉周
辺建屋、廃棄物処理建屋
（O34固有）
外周建屋、補助一般建屋、
燃 料 取 替 用 水 タ ン ク 建 屋
（T34固有）

荷重

設計方針
固定荷重及び積載荷重並びに火山灰及び積雪に
よる荷重を組み合わせて発生する応力等が許容限
界を超えない設計とする。
成立性確認の方針
建屋の許容層厚を計算し、強度評価における成
立性の確認を行う。

スライド
9

強度評価の方針
規準に基づく手法もしくは既工認で
使用実績がある手法を用いて評価
を行う。

－

復水タンク
燃料取替用水タンク

荷重

設計方針
火山灰の堆積荷重により復水タンクの機能に影響
を及ぼすことのない設計とする。
成立性確認の方針
許容層厚を計算し、強度評価における成立性の
確認を行う。

スライド
11

強度評価の方針
既認可と同じ手法で荷重のみ変更
して強度評価を行う。
※改造を実施した溶接部については、
添付資料の強度評価にて健全性を
説明（詳細は参考３）

－

海水ポンプ 荷重

設計方針
火山灰が堆積した場合に堆積荷重が厳しい条件
となる海水ポンプモータフレームについて健全性に影
響がないことを評価する。
成立性確認の方針
層厚変更に伴い、荷重が変わることから既認可と
同じ手法で荷重のみ変更して強度評価における成
立性の確認を行う。

スライド
12

強度評価の方針
既認可と同じ手法で荷重のみ変更
して強度評価を行う。

－

クラス１及びクラス２に属する構造物、系統及び機器を内包している建物、クラス１及びクラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすい施設
クラス１及びクラス２以外の構築物、系統及び機器

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無の詳細整理
「DB施設」 （１／６）

※1:建屋については「防護すべき施設を内包する施設」

具体的な審査項目及び審査のタイミングを下表に記載。
（美浜３号機を例に記載しており、各プラントで固有の施設については、「名称（〇〇固有）」と記載している。）

参考10
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防護対象施設
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無

設置許可 設工認 保安規定

主蒸気逃がし弁（消音器） 閉塞

設計方針
火山灰が主蒸気逃がし弁出口配管に侵入しにくい構造であ
ることと、及び主蒸気逃がし弁の噴出力が火山灰の重量より
も大きいことを確認する。
成立性確認の方針
火山灰が直接配管内に侵入し、仮に配管を閉塞させた場合
でも、火山灰（湿潤状態）と積雪の組み合わせ荷重よりも
主蒸気逃がし弁の噴出力が十分大きいことを確認する。

スライド
13

－ －

主蒸気安全弁（排気管） 閉塞

設計方針
火山灰が侵入しにくい構造であることと、及び主蒸気安全弁
の噴出力が火山灰の重量よりも大きいことを確認する。
成立性確認の方針
火山灰が直接配管内に侵入し、仮に配管を閉塞させた場合
でも、火山灰（湿潤状態）と積雪の組み合わせ荷重よりも
主蒸気安全弁の噴出力が十分大きいことを確認する。

スライド
13

－ －

タービン動補助給水ポンプ
（蒸気大気放出管）
非常用ディーゼル発電機
（機関、消音器）
換気空調設備
（給気系外気取入口）
格納容器排気筒
補助建屋排気筒、
取水設備
海水ストレーナ
計器用空気圧縮機
安全保護系計装盤

なし － － － －

クラス１及びクラス２に属する構造物、系統及び機器を内包している建物、クラス１及びクラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすい施設
クラス１及びクラス２以外の構築物、系統及び機器

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無の詳細整理
「DB施設」 （２／６）

参考11
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影響評価対象運用
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無

設置許可 設工認 保安規定

建屋の火山灰の除灰に要する時間 荷重
成立性確認の方針
既許可と同じ手法で層厚のみ変更し、除灰の
成立性を確認する。

スライド
14

－ －

除灰した火山灰を保管する場所 荷重
成立性確認の方針
既許可と同じ手法で層厚のみ変更し、火山灰
置き場の成立性を確認する。

スライド
15

－ －

タンクローリーによる非常用ディーゼル発電
機の燃料油輸送ルートの除灰
（大飯固有）

荷重
成立性確認の方針
既許可と同じ手法で層厚のみ変更し、除灰の
成立性を確認する。

スライド
16

－ －

評価の前提条件を確保するための運用

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無の詳細整理
「DB施設」（３／６）

影響評価対象施設
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無

設置許可 設工認 保安規定

モリタニング設備
消火設備
通信設備

なし － － － －

タンクローリー
（非常用ディーゼル発電機の燃料補給用）
（大飯固有）

荷重

成立性確認の方針
燃料補給に使用するタンクローリに対して強度
評価における成立性の確認を行う。

スライド
参考６

－ －

緊急時対策所 荷重
成立性確認の方針
建屋の許容層厚を計算し、強度評価における
成立性の確認を行う。

スライド
18

－ －

火山の影響を受けるその他のクラス３に属する施設

参考12



40

The Kansai Electric Power Co., Inc.

確認対象施設又は運用
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

審査のタイミング及び内容

設置許可 設工認 保安規定

屋外のSA設備 なし － － － －

アクセスルートの確保 なし － － － －

緊急時対策所建屋 荷重

設計方針
固定荷重及び積載荷重並びに火山灰及び積雪による
荷重を組み合わせて発生する応力等が許容限界を超
えない設計とする。
成立性確認の方針
建屋の許容層厚を計算し、強度評価における成立性
の確認を行う。

スライド
18

強度評価の方針
規準に基づく手法もしくは既
工認で使用実績がある手法
を用いて評価を行う。 －

降下火砕物の荷重に対して影響がある施設（SA施設）

確認対象施設又は運用
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

審査のタイミング及び内容

設置許可 設工認 保安規定

特重施設の建屋 荷重

設計方針
固定荷重及び積載荷重並びに火山灰及び積雪による
荷重を組み合わせて発生する応力等が許容限界を超
えない設計とする。
成立性確認の方針
建屋の許容層厚を計算し、強度評価における成立性
の確認を行う。

スライド
19

強度評価の方針
規準に基づく手法もしくは既
工認で使用実績がある手
法を用いて評価を行う。 －

屋外に設置されている特重設備 なし － － － －

屋外に一部露出している特重設備 荷重

設計方針
火山の影響に対して、特定重大事故等対処施設を構
成する設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれる
ことのない設計とする。
成立性確認の方針
屋外露出部位の降下火砕物による荷重に対して、強
度評価における成立性の確認を行う。

スライド
20

強度評価の方針
屋外露出部位の降下火砕
物による荷重に対して強度
評価を行う。 －

降下火砕物の荷重に対して影響がある施設（特重施設）

参考13
設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無の詳細整理

「SA施設」、「特重施設」 （４／６）
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参考14
設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無の詳細整理

「SA施設」、「特重施設」 （５／６）

影響評価対象運用
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無

設置許可 設工認 保安規定

建屋の火山灰の除灰に要する時間 荷重
成立性確認の方針
DB施設と同じ手法にて、除灰の成立性を確認
する。

スライド
21

－ －

除灰した火山灰を保管する場所 荷重
成立性確認の方針
DB施設と同じ手法にて、火山灰置き場の成立
性を確認する。

スライド
22

－ －

評価の前提条件を確保するための運用
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確認対象施設又は運用
層厚変更により
評価が変わる

影響因子

設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無

設置許可 設工認 保安規定

消火水バックアップタンク
消火水タンク（美浜の名称）

荷重

成立性確認の方針
（美浜３号機、高浜1,2号機※1）
認可済み保安規定の補足説明資料と同じ手法
で強度評価を行う。

※1：高浜1,2号機は、新規制基準適合に係る
保安規定を審査中

スライド
24

－

成立性確認の方針
（高浜３,4号機、大飯3,4号機）
認可済み保安規定の補足説明資料と同じ
手法で強度評価を行う。

構台
（美浜固有）

荷重
成立性確認の方針
認可済み保安規定の補足説明資料と同じ手法
で強度評価を行う。

スライド
24

－ －

非常用ディーゼル発電機の
改良型フィルタ取替

閉塞

成立性確認の方針（全プラント）
認可実績を踏まえた知見もしくは設置許可申請
時の層厚の評価結果を活用して、成立性の確認
を行う※2。

詳細設計（美浜３号機、高浜1,2号機※1）
見直し後の層厚で詳細設計の確認を行う※2。

※1：高浜1,2号機は、新規制基準適合に係る
保安規定を審査中

※2：フィルタ試験、SG注水による炉心冷却の
解析

スライド
25・26

－

詳細設計
（高浜３,4号機、大飯3,4号機）
見直し後の層厚で詳細設計の確認を行う※2。

※2：フィルタ試験、SG注水による炉心冷却
の解析

運用手順の変更
（高浜3,4号機、大飯3,4号機）

荷重 － － －
説明方針
電源車を配置する建屋を変更するため、手
順変更に伴う成立性を説明

「炉規則８３条の対応」を講じるために必要な施設又は運用

参考15
設置許可での審査項目及び設工認、保安規定での審査項目有無の詳細整理

「炉規則８３条の対応」 （６／６）
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2019年 2020年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

審査会合、
手続き等

添付書類
六

添付書類
八

噴出規模
＜中国電力と合同＞

層厚評価

9/26
申請

10/15
審査会合
（申請概要）

補正申請
予定

12/3
ﾋｱﾘﾝｸﾞ

1/9

ﾋｱﾘﾝ
ｸﾞ

1/24
審査会合
（噴出規模）

2/20
ﾋｱﾘﾝｸﾞ

4/27
ﾋｱﾘﾝｸﾞ

3/13
審査会合
（層厚評価）

※安全裕度の
考え方に対す
るコメントあり。

5/14
審査会合
（層厚評価）

12/B

審査会合
（施設評

価）

審査会合に必要なﾋｱﾘﾝｸﾞを適宜実施

6/19
審査会合
（層厚評価）

6/8
ﾋｱﾘﾝｸﾞ

10/1
合同ﾋｱﾘﾝｸﾞ

※１

※１
・層厚変更に伴い審査対象となる建屋及び施設
の成立性確認結果を説明
・層厚変更に伴い審査対象となる運用の成立性
確認結果を説明
・美浜3、高浜12・34、大飯34のDGフィルタ試験
およびSG解析の成立性確認結果を説明

※２
・美浜3、高浜12のDGフィルタ試験およびSG解析
結果を説明（高浜34、大飯34は12/M）

※申請時の層
厚を見直すこと
が決定された。

7/21
審査会合
（施設評価）

【美浜3・高浜12 DGﾌｨﾙﾀ試験・SG解析】

11/M完了

施設評価
※２

DNP設置変更許可申請の審査スケジュール（想定）

※評価対象、

審査項目等
を説明

※層厚変更に伴い
審査対象となる施設・
運用の成立性確認
結果等を説明

※DGフィルタ
成立性（美浜3、
高浜12詳細）等
を説明

9/M
審査会合
（施設評価）

【層厚変更に伴い審査対象となる
施設・運用の成立性確認】

参考15


